　７章　障がい者総合支援制度※



※以下、障害者総合支援法に基づく制度のことを「障がい者総合支援制度」としています。

（１）障害者総合支援法について　   
	内容
	障がい保健福祉施策は、平成15年４月から支援費制度による利用契約制度が導入され、利用者が自ら事業者を選択して、サービスを利用するという仕組みが始まり、障がい者のサービス利用が飛躍的に拡大しました。
その一方で、障がい種別ごとに縦割りでサービスが提供され、施設や事業の体系が複雑であることなどが課題として指摘されてきました。
これらの課題を解決するとともに、障がいのある方々が利用できるサービスを充実し、一層の推進を図るため､平成18年４月から障害者自立支援法が施行されました。
　その後、平成25年４月には障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）が施行され、障がい福祉サービスの対象に難病等による障がいのある方が加わりました。法に基づくサービスには、居宅介護や重度訪問介護、行動援護、療養介護等のサービスを行う｢介護給付｣、自立訓練や就労移行支援、就労継続支援等を行う｢訓練等給付｣、サービス等利用計画の作成等を行う｢計画相談支援給付｣、地域移行・地域定着を支援する｢地域相談支援給付｣、更生医療や育成医療等の｢自立支援医療｣、｢補装具費の支給｣、相談支援や意思疎通支援、移動支援等を行う｢地域生活支援事業｣などがあり、これらの支援が総合的かつ計画的に行われることを基本理念として障がい者総合支援システムを構築しています。
これらのサービスを利用するためには、市町村へ申請手続きを行い、障がい支援区分の認定(介護給付、訓練等給付の共同生活援助（介護を伴う場合）)、支給決定を受けた上で、指定事業者・施設等との契約や指定医療機関での受診を行っていただくこととなります｡
【自立支援医療 ⇒ 第４章、補装具 ⇒ 第５章を参照】

	窓口
	居住地の福祉事務所または町村障がい福祉担当課（資料編1ページ）
【指定事業者・施設の情報】
　独立行政法人福祉医療機構ホームページ
　ＷＡＭ ＮＥＴ　　https://www.wam.go.jp/






障がい者総合支援制度によるサービス体系


訓練等給付
市町村

介護給付

・自立訓練（機能訓練 ・ 生活訓練）
・就労選択支援
・就労移行支援
・就労継続支援（A型、B型）
・就労定着支援
・自立生活援助
・共同生活援助（グループホーム）

自立支援給付

・居宅介護（ホームヘルプ）　
・重度訪問介護　
・同行援護　　
・行動援護　
・療養介護　
・生活介護
・短期入所（ショートステイ）
・重度障がい者等包括支援
・施設入所支援






 障がい者
 (児)


自立支援医療等

・更生医療
・育成医療
・精神通院医療

地域相談支援給付



・地域移行支援　
・地域定着支援

※自立支援医療のうち
精神通院医療の実施主体は都道府県
及び指定都市



計画相談支援給付

補装具

・サービス利用支援　
・継続サービス利用支援


地域生活支援事業等


地域生活支援事業

地域生活支援促進事業


・障害者虐待防止対策
・成年後見制度普及啓発 等


・心のバリアフリーの推進　　等
・相談支援 ・意思疎通支援　
・日常生活用具 ・移動支援
・地域活動支援センター ・福祉ホーム 等


支援


（２）主なサービスの概要・広域支援 ・人材育成 等
都道府県



●自立支援給付関係※　平成３０年４月より、入院中の病院等においても、病院等の職員と意思疎通を図るうえで必要な支援を基本とした利用ができるようになりました。

	介護給付

	居宅介護
（ホームヘルプ）
	入浴、排せつ、食事の介護など居宅での生活全般にわたる援助の提供

	
	重度訪問介護（※）
	重度の肢体不自由の方又は重度の知的障がいもしくは精神障がいにより行動上著しい困難がある方に対して、居宅での入浴、排せつ、食事の介護など生活全般の援助のほか、外出の際の移動中の介護など総合的な支援を提供

	
	同行援護
	視覚障がいによって移動に著しい困難がある方に対して、外出の際に、必要な情報の提供や移動の援護、その他必要な援助を提供

	
	行動援護
	知的障がい又は精神障がいによって行動上著しい困難があり常時介護が必要な方に対して、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護や外出の際の移動中の介護その他必要な援助の提供

	
	療養介護
	医療に加え常時介護が必要な方に対して、病院で日中に行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護や日常生活上の援助の提供

	
	生活介護
	障がい者支援施設などの施設で日中に行われる入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動、生産活動の機会等を提供

	
	短期入所
（ショートステイ）
	介護する方の病気などによって短期間の入所が必要な方に対して入浴、排せつ、食事の介護等必要な支援を提供

	
	重度障がい者等包括支援
	常に介護が必要な方に対して、居宅介護その他複数のサービスを包括的に提供

	
	施設入所支援
	施設に入所する方に対して、夜間に行われる入浴、排せつ、食事の介護等必要な支援の提供

	訓練等給付
	自立訓練
	自立した日常生活や社会生活を営むため、身体機能や生活能力の向上・維持のために必要な訓練、支援の提供

	訓練等給付
	就労選択支援
	障がい者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援

	
	就労移行支援
	就労を希望する方に対して、生産活動などの機会の提供、就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練を提供

	
	就労継続支援
	企業等に就職することが困難な方等に対して、就労、生産活動などの機会の提供、知識や能力向上のために必要な訓練を提供

	
	就労定着支援
	就労移行支援等の利用を経て、通常の事業所に新たに雇用された方に対して、就労の継続を図るために、企業や医療機関等の関係機関との連絡調整、就労に伴う生活面の課題に関する相談、助言等必要な支援の提供

	
	自立生活援助
	障がい者支援施設やグループホーム等から一人暮らしをした方等に対して、一定の期間にわたり、日常生活の中での課題に対して必要な情報の提供や助言、関係機関等との連絡調整等必要な援助を提供

	
	共同生活援助
（グループホーム）
	地域における共同生活住居において、相談、入浴、排せつまたは食事の介護その他日常生活上の援助を提供

	地域相談支援給付
	地域移行支援
	施設等に入所している方に対して、住居の確保その他地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を提供

	
	地域定着支援
	居宅において単身等で生活する方に対して、常時の連絡体制の確保、緊急の事態等における相談その他必要な支援を提供

	計画相談支援給付
	計画相談支援
（サービス利用支援、
継続サービス利用支援）
	障がい福祉サービス等の申請時及び支給決定時に、利用する障がい福祉サービス等の種類や内容等を定めたサービス等利用計画案及びサービス等利用計画を作成
支給決定後、モニタリング期間ごとにサービス等利用計画の見直しを行う



●地域生活支援事業関係
・地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施することにより、効率的・効果的な事業実施が可能である事業
・生活ニーズに応じて個別給付と組み合わせて利用することも想定できる事業

（参考）市町村地域生活支援事業[必須事業]
	理解促進研修・啓発
	地域社会の住民に対して障がい者等に関する理解を深めるための研修や啓発を行うもの

	自発的活動支援
	障がい者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対して支援するもの

	相談支援
	障がい者のいろいろな相談に応じて情報の提供や助言等を行うもの

	成年後見制度利用支援
	知的障がい者又は精神障がい者の成年後見制度の利用を　　　　支援するもの

	成年後見制度法人後見支援
	業務を適正に行うことができる法人を整備するとともに、法人後見の活動を支援するもの

	意思疎通支援
	手話通訳者の派遣などを通じて、障がい者の方の円滑なコミュニケーションを図るもの

	日常生活用具給付等
	日常生活を便利に、または容易にするために必要な物の給付を行うもの

	奉仕員養成研修
	日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員等を養成するもの

	移動支援
	障がい者の外出の際に円滑な移動を支援するもの

	地域活動支援センター機能強化
	創作的な活動や生産活動の機会の提供、社会との交流促進等を図る地域活動支援センターの機能を強化するもの


・[任意事業]
市町村の判断により、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な事業を実施することができます。


（任意事業の一例）
・福祉ホームの運営　　（低料金での居室や設備の提供、その他日常生活を援助するもの）




（３）障がい児支援について
　
	援護の実施者（市町村）
	通所支援
	児童発達支援（児童発達支援センター以外）
	日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得、集団生活への適応のために必要な支援を行う

	
	
	児童発達支援（児童発達支援センター）
	地域の障がい児の健全な発達において中核的な役割を担う機関として、専門性の高い児童発達支援や、肢体不自由のある障がい児に対する治療を行い、あわせて障がい児の家族、障がい児通所支援事業者その他の関係者に対し、相談、専門的な助言その他の必要な援助を行う

	
	
	放課後等デイサービス
	就学中の障がい児に、授業の終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他必要な支援を行う

	
	
	居宅訪問型児童発達支援
	通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障がい児に、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得、生活能力の向上等のために必要な支援を行う

	
	
	保育所等訪問支援
	保育所等に通う障がい児について、その施設を訪問し、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的かつ必要な支援を行う

	同（大阪府）
	入所支援
	福祉型障がい児入所支援
	施設に入所する障がい児に、保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援を行う

	
	
	医療型障がい児入所支援
	施設又は指定発達支援医療機関に入所する障がい児に、保護、日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援並びに治療を行う

	同（市町村）
	相談支援
	障がい児相談支援
	障がい児通所支援等の申請時及び支給決定時に、利用する障がい児通所支援等の種類や内容等を定めた障がい児支援利用計画案及び障がい児支援利用計画を作成する
支給決定後、モニタリング期間ごとに障がい児支援利用計画の見直しを行う



（４）障がい福祉サービス利用までの流れ
　市町村（または市町村の委託を受けた相談支援事業者）にサービス利用についてご相談いただき、市町村に申請します。
　市町村は、利用者にサービス等利用計画案提出を依頼します。
　市町村に申請すると生活や障がいの状況についての面接調査を行うため、市町村や相談支援事業者の職員(認定調査員)が聞き取り調査に伺います。
③ 審査・認定
　調査の結果をもとに、市町村の審査会によって検討したうえで、障がい支援区分（心身の状況に応じた標準的な支援の度合）が決まります。
④ 決定通知
⑤ ｻｰﾋﾞｽ利用
　障がい支援区分の認定のあと、生活環境やサービスの利用意向などを聞き取り、提出されたサービス等利用計画案の内容も参考にして、市町村がサービスの量と１か月あたりの利用者負担限度額を決定して、受給者証を交付します。（サービスの利用意向等の聞き取りは、面接調査と同時に行うことがあります。）
　利用者は、特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画に基づき、指定事業者・施設の中からサービスを受ける事業者を選択して、サービスの利用申し込みや契約を行います。サービスを利用したときは、利用者負担額を指定事業者・施設に支払います。
　市町村はサービスを提供した事業者に対して国民健康保険団体連合会を通じて介護給付費等を支払います。
※市町村の介護給付費等の支給決定に不服があるときは、大阪府知事に対して審査請求することができます。その際には、利用者または関係者の方から意見等を聴取することがあります。
② 調　　　査
⑥ 介護給付費の支払い
① 相談・申請




指定事業者･施設
利　用　者

⑤ サービス利用


① 相談・申請

② 調査
⑥ 介護給付費等の支払い

④ 決定通知
審査請求


市　町　村


（５）障がい支援区分とは※　やむを得ない事由により、市町村が「措置」によるサービスの提供や施設への入所を決定する場合があります。
大阪府
市町村審査会
③ 審査・認定

　　平成18年４月から障害者自立支援法が施行され、障がい福祉サービスを受けるに際し、障がい者の心身の状態を総合的に示す区分である「障がい程度区分」が導入されましたが、平成24年６月に成立した障害者総合支援法において、障がい者等の障がいの多様な特性その他心身の状況に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを示すものとして「障がい支援区分」と改められ、平成26年４月から施行されました。
障がい福祉サービスを受けようとする方は、市町村から障がい支援区分の認定を受ける必要があります。新規にサービスを受ける方については、市町村に支給申請を行っていただく必要があります。
障がい支援区分の判定は、認定調査員が、申請者（調査対象者）及び介護者等から80項目の調査項目に関する聞き取りを行った結果や医師の意見書等をもとに行われます。
具体的には、障がい支援区分は、コンピュータによる一次判定と、それを受けた市町村審査会による二次判定を経て判定されます。

【留意点】
　　　認定調査員は、障がい特性を十分に理解した上で、申請者（調査対象者）から聞き取り調査を行いますが、調査にあたっては、障がい特性を十分に踏まえた適切な判断を行う必要があります。
単に「できる」か「できない」ということだけでなく、心身の状況を十分に聞き取ることが必要です。また、質問項目だけでは判断できないような特性については、特記事項に記述することが大切です。


（６）障がい支援区分の認定と支給決定の仕組み

障がい者の標準的な
支援の度合いを判定
するため８０項目の
調査を行います
相談・申し込み（相談支援事業者・市町村）
利　　用　　申　　請　(市町村)
介護給付では区分１～６の認定が行われます
介護給付等を
希望する場合
訓練等給付を希望する場合
サービス等利用計画案の提出依頼
障がい支援区分認定調査
障がい支援区分の一次判定（市町村）
二次判定（審査会）
障がい支援区分の認定（市町村）
勘案事項調査（市町村：地域生活・就労・日中活動・介護者等）
障がい保健福祉をよく知る委員で構成されます

サ ー ビ ス 利 用 の 意 向 聴 取
サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 案 の 提 出
支　　　　　給　　　　　決　　　　　定
暫定支給決定（市町村）
訓練・就労評価項目⇒個別支援計画
審査会の
意見聴取
医師意見書


※ 同行援護については、利用申請の後、同行援護アセスメント調査による調査を行います。
詳細は、55ページをご覧ください。

（７）障がい支援区分と介護給付の関係
障がい支援区分と利用できる介護給付サービスとの関係については、下表のとおりです。（同行援護については、次ページ参照）
	
	非該当
	区分１
	区分２
	区分３
	区分４
	区分５
	区分６
	備　　考

	居宅介護
（ホームヘルプ）
	
	　　
	
	
	
	
	
	通院等介助（身体介護を伴う）については、障がい支援区分が２以上であって、障がい支援区分の認定調査項目の要件を満たす必要あり

	重度訪問介護
	
	
	
	
	重度肢体不自由者又は重度の知的障がいもしくは精神障がいにより常時介護を要する方

※1　病院等に入院又は入所中の障がい者がコミュニケーション支援等のために利用するものも含む
	二肢以上に麻痺等があり、認定調査項目の内、歩行、移乗、排尿、排便のいずれも「支援が不要」以外の方
又は、認定調査項目のうち、行動関連項目等の合計点数が10点以上である方（その他経過措置もあり）

	同行援護
	
	
	
	
	
	
	
	同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障がい」、「視野障がい」及び「夜盲」のいずれかが１点以上であり、かつ、「移動障がい」の点数が１点以上の方。
（従前の身体介護を伴う場合・伴わない場合の分類を廃止）

	行動援護
	
	
	
	行動上著しい困難があり、常時介護が必要な知的又は精神障がいの方（行動関連項目等の合計点数が１０点以上の方）
	精神・知的障がいのみ対象

	療養介護
	
	
	
	
	
	※２
	気管切開を伴う
人工呼吸器装着者
（a）

※３
	※２　区分５以上に該当し、以下のいずれかに該当する方（b）
・重症心身障がい者又は進行性筋萎縮症患者
・医療的ケアの判定スコアが16点以上の方
・認定調査項目のうち、行動関連項目等の合計点数が10点以上かつ医療的ケアスコアが８点以上の方
・遷延性意識障がい者であって、医療的ケアスコアが８点以上の方
※３ a又はｂに準ずる者として、市町村が認めた方　

	生活介護
	
	
	※４
	
	
	
	
	※４　50歳以上の場合、
区分２からサービス利用可能

	生活介護
（施設入所支援を利用する場合）
	
	
	
	※5
	
	
	
	※５　50歳以上の場合、
区分３からサービス利用可能

	短期入所
（ショートステイ）
	
	
	
	
	
	
	
	

	重度障がい者等包括支援
	
	
	
	
	
	
	※６ 
	※６　区分６かつ、ＡＬＳ、強度行動障がいなど常時介護を要する障がい者等で、意思疎通に著しい困難を有し、四肢に麻痺があり呼吸管理を行っている身体障がい者若しくは最重度知的障がい者又は行動関連項目等の合計点数が10点以上である者

	施設入所支援
（障がい者支援施設
での夜間ケア）
	
	
	
	※７
	
	
	
	※７　50歳以上の場合、
区分３からサービス利用可能



　同行援護については、利用申請の後、まず同行援護アセスメント調査票による調査を行います。なお、障がい支援区分の認定については、「障がい支援区分３又は４以上の者を支援した場合の加算」の対象者と見込まれない場合には行わないものとなっています。
※平成30年４月より「身体介護を伴う場合・伴わない場合」の分類は廃止されました。
◆　同行援護の対象となる者
　・同行援護アセスメント調査票※の項目中、「１～３」のいずれかが「１点以上」であり、かつ、「４」の点数が「１点以上」の者
※同行援護アセスメント調査票
　アセスメント項目中、「１～３」のいずれかが「１点以上」であり、かつ、「４」の点数が「１点以上」の者は、必要に応じて支給決定することができます。
	№
	調査項目
	０点
	１点
	２点
	特記事項
	備考

	1
	視力障がい
	視力

	普通（日常生活に支障がない）
	約1m離れた視力確認表の図が見ることはできるが、目の前に置いた場合は見ることができない
	目の前に置いた視力確認表の図は見ることができるが、遠ざかるとみることができない
	ほとんど見えない
	見えているのか判断不能である
	―
	矯正視力による測定とする

	2
	視野障がい
	視野
	１．視野障がいがない　　　　　２．視野障がいの１点又は２点の事項に該当　しない
	周辺視野角度（Ⅰ／四視標による。以下同じ。）の総和が左右眼それぞれ80度以下であり、かつ、両眼中心視野角度（Ⅰ／二視標による。以下同じ。）が56度以下である　
	両眼開放視認点数が70点以下であり、かつ、両眼中心視野視認点数が40点以下である　
	周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下であり、かつ、両眼中心視野角度が28度以下である　
	両眼開放視認点数が70点以下であり、かつ、両眼中心視野視認点数が20点以下である　
	視力障がいの１点又は２点の事項に該当せず、視野に障害がある場合に評価する
	

	3
	夜盲
	網膜色素変性症等による夜盲等
	１．網膜色素変性症等による夜盲等がない　　　　２．夜盲の１点の事項に該当しない
	暗い場所や夜間等の移動の際、慣れた場所以外では歩行できない程度の視野、視力等の能力の低下がある
	―
	視力障がい又は視野障がいの１点又は２点の事項に該当せず、夜盲等の症状により移動に著しく困難を来したものである場合に評価する。必要に応じて医師意見書を添付する
	人的支援なしに視覚情報により単独歩行可能な場合に「歩行できる」と判断する

	4
	移動障がい
	盲人安全つえ（又は盲導犬）の使用による単独歩行
	慣れていない場所であっても歩行ができる
	慣れた場所での歩行のみできる
	慣れた場所でも歩行ができない
	夜盲による移動障がいの場合は、夜間や照明が不十分な場所等を想定したものとする
	人的支援なしに視覚情報により単独歩行可能な場合に「歩行できる」と判断する


























（８）利用者負担の仕組み
（注）障がい児施設の利用の場合も同様です。


生活保護
生活保護受給
０円
低所得
市町村民税非課税

一般１
市町村民税課税

居宅で生活する障がい者（☆）で所得割１６万円未満
２０歳未満の施設入所サービス利用者（※）で所得割２８万円未満
９，３００円


居宅で生活する障がい児（☆）で所得割２８万円未満
４，６００円
一般２

「一般１」以外の方
３７，２００円




障　が　い　福　祉　サ　ー　ビ　ス　費　用
原則　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　             所得段階に応じて月額上限を設定
家計の負担能力に応じた負担

食費・光熱水費の実費負担
施設入所
サービス利用者（２０歳以上）

グループホーム
利用者
通所サービス
利用者（☆）
在宅サービス
利用者（☆）
同一世帯内における障がい福祉サービス・介護保険サービス・補装具に係る利用者負担合算額が負担上限月額を超えないよう負担額を軽減
(介護保険サービスが合算されるのは、課税世帯のみ)
高額障がい福祉サービス費

食費・
光熱水費等
対象は「すべての所得区分」の方
・地域で子どもを養育する世帯において通常かかる程度の負担となるよう設定
対象は「生活保護・
低所得」の方
・利用者負担と食費等の負担をしても手元に2.5～3.0万円が残るよう設定
※工賃について一定の控除（年間28.8万円まで）があります

補
足
給
付


対象は「生活保護・低所得・一般１(大人の場合で所得割16万円未満、障がい児の場合で所得割28万円未満）」の方
　　　　　　　　・食費のうち、食材費相当額のみに負担軽減されます

軽減措置



補
足
給
付


負担上限月額　所得段階に応じて負担上限月額を設定　※
サービス費用を負担することにより生活保護の対象となる場合は、
生活保護の対象とならない額まで上限額等を引下げ
収入の確認
・給与所得控除後の金額等
・障がい基礎年金
・特別児童扶養手当等
所得を判断する範囲
【障がい者】障がい者本人を基本とし配偶者がいる場合は
本人＋配偶者の所得
【障がい児】障がい児の保護者が属する世帯
生活保護減免
対象は「グループホーム利用者」
（市町村民税課税
世帯を除く）
月額10,000円　
（家賃の月額が1万円を下回る場合は、当該家賃の額）

補
足
給
付


施設入所
サービス利用者（２０歳未満）(※)

※ 令和元年10月から、就学前の障がい児の発達支援に係る費用が無償化されたことに伴い、
負担上限月額の考え方が変更されています。（詳細は58ページ）
■　高齢障がい者の介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度について
	内容
	65歳になるまでに５年以上、特定の障がい福祉サービス（※１）の支給決定を受けていた方で一定の要件を満たす場合は、申請をすれば、介護保険移行後に利用した相当する介護保険サービス（※２）の利用者負担を事業所等へ支払った後、償還されます。
　※１ 居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所
　※２ 訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護、
　　　 小規模多機能型居宅介護
償還を受けるには、事前に市町村障がい福祉担当課への申請の提出が必要です。
要件に該当することを申告し、市町村から決定を受ける必要があります。

	対
象
者
	次の①～④の要件をすべて満たす方
1 65歳に達する日前5年間、特定の障がい福祉サービス（※１）の支給決定を受けており、介護保険移行後、これらに相当する介護保険サービス（※２）を利用すること。
2 利用者の方とその配偶者の方が、当該利用者が65歳に達する日の前日の属する年度（65歳に達する日の前日が4月から６月までの場合は、前年度）において市町村民税非課税者又は生活保護受給者等であったこと。（申請時も同様）
3 障がい支援区分（障がい程度区分）が、区分２以上であったこと。
4 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと。

	窓口
	居住地の市町村障がい福祉担当課（資料編１ページ）


■　就学前の障がい児の発達支援の無償化について
	内容
	令和元年10月１日から、３歳から５歳までの障がいのある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されています。
無料となるサービスは、児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障がい児入所施設、医療型障がい児入所施設です。
※利用者負担以外の費用（医療費や、食費等の実費で負担しているもの）は支払う必要があります。
※幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記のサービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。

	対象者
	対象となる期間は、「満３歳になって初めての４月１日から３年間」です。

	窓口
	児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援：
居住地の市町村障がい福祉担当課（資料編３ページ）
福祉型障がい児入所施設、医療型障がい児入所施設：
子ども家庭センター（資料編21ページ）



- 56 -

- 43 -

image1.png




image2.png




